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研 究 お よび その公 表 の 自由

花 見 常 幸

1.は じ め に

科学研究 と政府規制 とは原理的 に矛盾 ・対 立する。 けだ し,科 学研究 を支 え

る自由な想像力 や豊 かな知的創造性 は,政 府 による統制や規制的雰 囲気 の中で

死滅 して しま うと考 え られ るか らである1)。 ところが,一 昨年3月 の レーガン

演説 が衝撃的 に提起 した2),SDI(戦 略防衛構想,い わゆるスター ウォーズ

計画)に 象徴 され るご とく,粒 子 ビーム ・コンピューター科 学 といった先端技

術 やそ の基盤 とな る基礎科学 にお ける競争力 が,従 来以上 に国家 の安全保障 と

密接不可分 な関係 を有す るこ とが広 く認識 され る中で,科 学 ・技術研 究 に対 す

る政府規制 の圧力 は一段 と高 まって きている。

我 が国 でも,つ い先 日,科 学技術庁が対米配慮 を理 由 として原子力局 に 「レ

ーザー法 ウラン濃縮懇談会」 を設置 し,研 究発表 の制限 と研究現場 への立入 り

禁止 な どをね らい とした,新 しい情報管理体制 を採用す る旨を発表 したが3),

これ は,我 が国の原子力開発 の基本原則 の一つ である 「公 開」原則 に対す る重

大 な修正 を加 えるものだけに注 目され る。 ただ我が国では少 な くとも戦後 に関

す る限 り,こ うした科学研究 に対 する情報管理処置 の前例 はほ とん どな く・憲

1)See,Cheh,"governmentControlofPrivateIdeas-一 一StrikingaBalancebet-

weepScientificFreedomandNationalSecurity",23JurimetricJournal16,foot-

noteIIO(1982).

2)1983年3月24日 付 朝 日新 聞(夕 刊)。

3)1985年2月6日 付朝 日新 聞(夕 刊)。 同紙 に よれ ば,こ の 濃 縮 法 は,従 来 の方 法 に

比 べ 小 型 の装 置 で極 め て効 率 よ く高 濃 度 の ウ ラ ン濃 縮 が で き る た め開 発 が 急 が れ て い

る が,悪 用 す れ ば核 兵 器 生 産 に結 が る重 要 な技 術 で あ り,米 国 は これ に つ い て の情 報

漏 れ に神 経 を鋭 が らせ て い る。
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法 上 ない し政策的視点か らの本格的 な検討 は今後 の課題 で ある と言 える。

一方 ・いわば科学技術情報 に対 する 「情報管理先進国」 であるアメ リカにお

い ては・近年・伝統的 に政府規制 を免 除 されて きた大学 に対 して も,研 究規制

や その成果 の発表制 限が課 され てきてお り,大 きな論議 を呼んでいる4)。 エマ

ソン教授 は・ この状況 を学問 の自由の観点か ら,「恐 らく現在 の時点 にお け る

学 問 の自由に対 す る最 も深刻 な脅威 は,国 家 の安全保障 を根拠 とす る政府 の情

報伝達 に対 す る統制 の試 みか ら生 じている」5)と し,こ れ らの制限が,政 府活

動 について公衆 が利用 し得 る情報 の,自 由な流通 を減少 させ るよ うとす る レー

ガン政権 による情報統制強化 の一つ の局面で あるこ とを指摘 している6)。

そこで・本 稿では・国家安全保障上 の要請 に基づ く,大 学等 の民間諸機関 に

お ける科学研究 およびそ の発表 に対 する政府規 制 の現状 とそれ が内包 する憲 法

上 の問題点 を・「学問の 自由」お よび表現 の自由の視 点か ら検討 し,政 府 の 安

全保障利益 と研究者 ない し市民 の修正1条 上 の権利主張 を調整 す るための基本

原則 を考 える上 での基礎作業 を行な うことに したい。 そ して,こ り作業 が,ア

メ リカ憲法 にお ける 「学問の 自由」 お よび修正1条 を取 り巻 く問題状況 を明 ら

か にす ることにわずか で も費す るこ とができれ ば とも考 えてい る。

2.脅 か され る研 究 と教授 の 自由

1981年2月27日,あ る抗議 の書 簡 が,商 務 省,国 務省 そ して国 防総省 の各 長

官 に宛 てて送 られ た7)。 アメ リカ を代 表 す る五 つ の大学 の学 長,D.Kennedy

(ス タ ンフ ォー ド大 学),M.Goldberger(カ リフ ォル ニ ア工 科 大 学),P.Gray

4)Anderson,"KeepingHigh-TechSecrets",Newsweek,Jan.25,1.982,at8;

Alexander,"PreservingHighTechnologySecrets:NationalSecurityControls

onUniversityResearchandTeaching",15Law8zPolicyinInternational

Business174-175(1983}.

5)Emerson,"AcademicFreedom",inOicrEndangeredRights(N.Dorsened.,

PantheonBooks,1984},at194.

6)Ibid・,at1.94-一 一195.こ れ に続 け て教 授 は,「 情 報 自 由 法 の対 象 範 囲 を縮 少 させ よ う

とす る 提 案,意 図 的 情 報 漏 え い を行 な っ た 政 府 職 員 に対 す る刑 事 制 裁 導 入 の 提 案,諜

報 機 関 の権 限 拡 大 の提 案 はい ず れ も政 府 の秘 密 行 動 の領 域 を保 護 ・拡 大 す る た め の も

の で あ り,こ れ らの政 策 は,政 治 決 定 に参 加 す るた め に公 衆 が必 要 とす る情 報 を減 少

させ る だ け で な く,政 府 の行 動 を分 析 し,批 判 しよ う とす る研 究 者 や 学 生 を不 利 な立

場 に 追 い や る も ので あ る 」 と述 べ て い る。Ibid.,at195.
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(マ サ チ ュー セ ッツ工 科 大学),F.Rhodes(コ ー ネル大 学)そ してD・Saxon

(カ リフオル ニ ア大学)各 学長 によ って 署名 され た この書 簡 は・ 政 府 の科 学技

術 惰報 に対 す る統 制 処 置 が大 学 を基 礎 として行 な われ る研 究 を回復 す る こ とが

で きない 程 に損 うもので あ る こ とを警 告 してい た。 す な わ ち,彼 らは,科 学 技

術 の国外 へ の流 出 阻 止 をね らい と した現 行 の諸 規 則(武 器 に関 す る国際取 引諸

規 則一ITAR8)お よび輸 出管 理 諸 規則 一EARS))の 規 定 は,非 常 に漠 然 と し

て お り,か つ きわ めて包 括 的 で あ って,も しそれ が厳 格 に適用 され るな らば,

大 学 や企 業 で の高度 先 端 技術 の研 究 を不 可 能 に しかね な い との懸 念 を 表 明 し

たzo)。 こ の書 簡 に は,彼 らが こ うした懸 念 を抱 くに至 った最近 の事 件 につ い て

の言及 が な され て い る が,問 題 の所 在 を明 らか にす るた め に,そ の うちの二 つ

の事 件 を紹 介 す る こ とに した い。

一 つ は コー ネル大 学 に関 す る事 件 で あ る11)。1981年 春,あ るノ・ンガ リー の研

究 者 が同 大学 に留学 し,電 子 回路 の研 究 を行 な う予 定 で あ った 。 とこ ろが,同

大学 は国務 省 か ら次 の よ うな指 示 を受 けた。 それ は,当 該 研 究 者 は教 室 で の授

業 等 に出席 す る こ とは可 能 で あ るが,私 的 な セ ミナ ーや 討論 に出席 した り・未

発 表 の研 究 論文 の コ ピー に ア クセ スす るこ とは許 され な い とい うもので あ った。

こ の指示 につ い て,コ ー ネル大 学 の研 究 部 門担 当 の副 学長 で あ るD.Cook氏

は 「〔これ で は〕 彼 は コー一ネ ル に留 学 した とは言 えな い」 と述 べ政 府 の規 制 処

置 を批 判 した と報 告 され て い る12)。

も う一 つ の出来事 は,国 防総 省 の 「超 高 速集 積 回路(VeryHighSpeedIn-

tegratedCircuit--VHSIC)」 開発 援 助計 画 に関 す る もので あ り,こ れ に は,五 大

学 すべ てが関係 して い た13)。 この計 画 は,超 高 速 の処 理 能力 と,対 高熱 お よび

対 放射線 につ い て の耐 久性 能 を持 つ,軍 事 利 用 可 能 な集積 回 路 の開発援 助 計画

で あ り,1980年 予算 化 を承 認 した議 会 も開発 され た技 術 が潜 在敵 国 に流 出 して

7)Koata,"AttemptstoSafeguardTechnologyDrawFire",212Science,May

1,1981,at523.

8)後 出 注27)参 照 。

9)後 出 注28)参 照 。

10)Kolata,supranote7),at523.

11)Ibid.,at524.

12)Ibid.

13)Ibid.,at524-6.
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はな らない とし,武 器 に関す る国 際取引諸規則(ITAR)に よる規制 を受 ける

もの とした。そ こで国防総省 はITARの 適用 にあたっての実施 規則 を作成 し

た・それ によれば,研 究 の成果 を基礎研究 と応用研究 に二分 し,応 用研 究 にの

みITARを 適用 す る。関係機 関でいずれ の範疇 に属 す るか判断 しかね る場合

には,国 防総 省 の決定 に委 ね る とい うもので あった。 しか し実際には,集 積 回

路 の分野 での基礎 と応用 の区分 はほ とん ど不可能 なほどに困難 であ り,五 大学

の学長 は,こ れ に対 して同 じ書 簡 の中で 「秘密指定 を受 けた研究 を実施 す るこ

とは・研 究本来 の 目的 に矛盾」 し,「む しろ大学 の研究者 の多 くは,そ う し た

制約 の中で研究 ・教育 を行 な うよ りは研究関心 を変更 す るこ との方 が選択す る

であろ う14)」と述べ,長 期的 な観 点か ら,こ れ らの規制 の有 害性 ・危険性 を警

告 した。

こ うして,81年2月27目 の書簡 は,政 府 当局の科学技術研究 に対 す る統制 処

置 が,大 学 での研究 ・教授 の自由を否定 しかねない状況 にあるこ とを大学学長

の抗議 とい う形 で一 つの社会政治的 な問題 として提起 したのであったが,大 学

で の研究 ・教授 に対 す る近年 の政府 当局 の規制 の試 みには,こ の書簡事 件 も示

しているよ うに,大 き く二 つ の側面が ある と考 え られ る。 それ は,(i)研 究 お

よびそ の発表 に対 す る直接的 な規制 と(ii)外 国人研究者 ・留学生 の研究規制 と

い う形式 を通 しての研究 ・教授 の 自由に対 す る間接的 な規制 の二側面 である15)。

(も とよ り,こ の二 つの側面 は,大 学 にお ける教育 と研究 が密接不可分 の 関 係

を有す るこ とに対応 して,分 か ち難 く結びついてい るが,一 応 ここでは区別 し

て議論 を進 め るこ とにす る。)

この二 つの側面 について,さ らに近年 の事例 を二,三 紹介 し,政 府 による規

制処置 の動向 を見 てみよ う。 まず(の の外 国人研究者 ・留学生 の研究規制 の側

面 については,81年 秋,国 務省 が全米 の主要 な学術研究 センターに対 して,科

学技術系研究 コースに在籍す る外国人留学生 の研究計画 につ き,資 料 の提 出 を

求 めたこ とが報告 され ている16)。多 くの大学 は,こ れ を 「学問 の自由」 に対 す

14}TheletterofFebruary270f1981senttotheAdministrationbythefive

universitypresidents.Ibid.,at526.

15)な お,こ の 他 に研 究 資 金 の提 供 を 通 じて の 政 府 規 制 の 問題 が あ る が9こ れ に つ い て

は別 稿 に譲 りた い 。
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る明 らか な侵害 である とし,そ の要請 に従わ なか った。ピッツバー グ大学 のE。

Gerjuoy氏 は,「 我 々の回答 は,国 務省 に,物 理学部 の専攻 コー スを解説 した

カタ ログを郵送 したこ とだ。 カタ ログの内容 が我々 の研究計画 であ り,す べ て

の大学院生 は同様 の機会 を提供 され る。」 と述 べた17)。また,こ れ に関連 して,

国務省 が,輸 出規制法令 を根拠 として複数 の大学 当局 に対 し,留 学 中の中国人

研究者 の研究活動 に国家安全保 障上 の制限を加 えるべ きこ とを求 めた事例 も明

らか にされている17a)。

さ らに,1980年2,月 サ ンタ ・バーバ ラで開催 された 「磁気バ ブルメモ リー」

に関す る国際会議 は,開 会 の数 日前 になって,商 務省 か らソ連 ・東欧諸 国およ

び 中国 の参加者 の招待 を取 り止 めるよ うに との要請 を受 けた18)。すでに本国 を

出発 していた中国か らの参加者 は,当 初,参 加者家族 のための小旅行 に合流ナ

るこ とが企画 され たが,会 議初 日の午 後2時 にな って商務省 か ら電報 が入 り,

次 のよ うな条件 の下 で中国人研究者 の参加 が許可 された。 そ の条件 とは・(a)会

議 で討論 され る科学技術上 のデー タはす でに公刊 された ものか,も しそれ が未

発表 のデータの場合 には,そ の概 略 を示す に留 めるこ と,(b)会 議 に参加 す るす

べての外国人研究者 は,会 議 で収集 し得 た未発表 の情報 を東側 ブ ロック諸国 に

漏 えい しない 旨の誓約 をなす とい う19)厳格 な ものであ り,そ れ は,国 際会議開

催 の実質的意味 を大 き く損 うもので あった。

次 に,(i)の 研究 およびそ の発表 に対す る,よ り直接的 な政府規制 の例 とし

ては,1982年CIAの 高官 が全米 の科学者 に対 して彼 らの研究成果 を安全保障

上 の審査 のため,「 自発的 に」連邦 の情報機関 に提 出するよ うに勧告 した こ と

が,ま ず注 目され る20)。しか し,国 家安全保 障 に直接係 わる暗号学 の分野 では9・

すでに多 くの大学 の研究者達 が政府 の規制努力 に協力 して きてお り,こ の分野

では,以 前 か ら研究者 と政府 の諜報専 門家 か ら成 る調査 グループが,安 全保障

16)Anderson,supranote4),at8.

17)Ibid.

17a}NewYorkTimes,Nov.27,1981atA1.

18)N.Wade,"ScienceMeetingCatchtheU.S.-SovietChil1,,,207Science,March

7,190,at1056.
19)Ibid.

20)Anderson,supranode4),at8.
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の観点か ら論文 の事前審査 を行な っている。 ただ,そ の揚合 にも大学 当局 は
,

論 文 の公刊 についての裁量権 を放棄 してはいない2・)。ところが,商 務省 はそ の

形式 の如何 にかか わ らず・つ ま り,教 室 での講義,セ ミナーでの報告或 いは論

文発表 のいずれ であって も,免 許 を受 けるこ とな く,安 全保障上重要 なデータ

を公表 した研 究者 を重罪 とする法案 の提出 を計画 したこ とが報告 されてい る22)。

以上 のよ うに・(i)・(ii)の いずれ の側面 において も,政 府 による研究や教授

の自由または科学技術情報 に対 す る規 制処置 は,か な り包括的 かつ大胆 に準備

されてきているこ とが理解 され る。そ して,こ れ らの多様 な規制処置 の背景 に,

先端 的な科学技術 の流出 は疑 いな く=潜在敵国 の軍事 能力 を高 めることに貢献 し

て お り23)・しか もこの流 出のい くつかは,学 術交流 の名 の下 に行 なわれ ている

のではないか とい う政府側 の疑念 があるこ とも容易 に推測 され る と こ ろ で あ

る24)。

そこで以下 では・主 に科学技術研究 とそ の成 果 の公表(教 室 における講義,

セ ミナー等 での報告或いは論文発表 とい う形式 の如何 にかかわ らず)に 対 す る

国 家安全保障 を根拠 とす る政府規制 の問題 に限定 し,科 学技術研究 とその成果

の公表 が占める憲法上 の地位 お よび規制法令 の法的問題点 について,検 討 を行

な うこととす る。次節 では,ま ずそ の前提作業 として,政 府 による規制処置 に

法 的な根拠 を提供 している輸 出管理 法等 の法令群 に本稿 の問題意識 の範 囲内 で,

若 干 の検討 を加 え ることにす る。

3.政 府規制 の法的根拠

大学等の,民 間 の教育研究機関 での研 究お よびその成果 の公表 に対 して,政

府 諸機 関が国家安全保障上 の制限 を加 える場合 の根拠法令 としては,輸 出規制

の形 で科学研究一一般 に関係 す る,武 器輸出統制法(theArmsExportContro1

21)Ibid.,at8-9.

22)Ibid.,at9.

23)た とえば,ニ クソ ン政権 時代,ソ 連 向 けに輸 出 された,マ イ ク ロ ・ボ ールベ ア リン

グ を製 作可能 な精密 研磨機a,ソ 連 の大 陸間弾道 ミサイル の完 成 につ ながった と言 わ

れ てい る。Ibid.

24)あ るハ ンガ リー の物理 学者 は,カ リフ ォ リニア工科大 学 で コン ピュー ター の記 憶装

置 の研 究 を してい たが,特 定 デー タ の ソ連 へ の通報 を意 図 していた こ とが判 明 し,国

外 追放処 分 を受 けた。Ibid.
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Actof197625))と 輸 出 管 理 法(theExportAdministrationActof197926))

お よ び,そ れ ぞ れ の 実 施 規 則 で あ る武 器 に 関 す る 国 際 取 引 諸 規 則(lnterna・

tionalTrafficInArmsRegulations27)-ITAR),輸 出 管 理 諸 規 則(Export

AdministrationRegulations28)-EAR)が あ る。

(1)武 器輸 出統制法 とITAR

1976年6月 に大 き く改正 され た29)武器輸 出統制法 は,ア メ リカの外交政策 の

基本理念 と武器輸 出統制 の必 要性 について次 のよ うに述 べている。 すなわち,

「合衆 国 の外交政策 の究極 の目標 は,戦 争 の原 因 と,軍 備増強 の危険お よ び そ

の 〔財政 〕 負 担 か ら自由な世界 を維持 するこ と」 であ り,こ の 目標達成 のた

めに,地 域的 な軍備管理 と軍縮 についての協定 の締結 を促進 し,軍 拡競争 を抑

制 す ることが合衆 国の政策で ある。 しか しなが ら,「合衆 国 と自由で独立 した諸

国は,社 会,経 済そ して政治的進歩 に不可欠 である国際 の平和 と安全 を維持発

展 させ るために,効 果的 かつ相互 に,有 益 な防衛 〔協力 〕関係 についての合法

的 な要請 を有 してお り」,こ の要請 を実現す るた めに,合 衆 国 の武器輸 出 に関

して一定 の統 制処置 が必要 である としてい る30)。これ を踏 えて,同 法は,大 統

領 が防衛物資 ない し防衛役務 と考 え られる品 目 を 「合 衆 国 軍 事 品 目リス ト

(UnitedStatesMunitionsList)」 に登載 し,こ れ らの品 目の輸 出統制 をなす

た めの諸規則 を制定す る権限 を認 めてい る31)。しか し,大 統領 は,こ の権限 を,

商務長官 および国防長官 の協力 を前提 として国務長官 に委任 してお り32),武 器

輸 出統制 の詳細 については,国 務省 が作成 したITARを 見 な ければな らない。

(a)ITARの 定義規定

武 器輸 出統制法 およびITARに よれば,規 制対象 となる 「防衛品 目ない し

25)22U.S.C.A.§ §2751-2794(1979).

26)50U.S.C.A.app.§ §2401-2420(1976&Supp.1984).

27)22C.F.R.§ §121-130(1983).

28)15C.F.R.§ §368-399(1984).

29)Pub.L.94-一 一329,90Stat.734{1970.

30)22U.S.C.A.§2751(1979).

31)Ibid.,§2778(a)(1).

32)Exec.OrderNo.11958,42Fed.Reg.4311-12{1977),amendedbyExec.

OrderNo.12163,44Fed.Reg.56673(1979).
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役 務 」 は,「 軍事 品 目 リス ト」 に登載 され,こ れ らの輸 出 は免 許 を取 得 し な け

れ ば行 な うこ とが で きな い33)。 この 「軍 事 品 目 リス ト」 は,22の カ テ ゴ リ ー

(3項 目の施 行 を留 保 され た カ テ ゴ リー を含 む)に 分類 され てお り,火 器 ・ミ

サ イル ・戦 車 とい った通常 の軍需 用 品 目か ら光 学機 器 ・電 子機 器等 の汎 用 品 目,

そ して 「専 門技 術 デ ー タ(technicaldata)」 まで を含 ん でい る34)。ITARの

適 用 範 囲 をきわ めて広 汎 な もの に して い る のが,こ の 「専 門技 術 デー タ」 で あ

る。

ITARは ・ これ を,(a)「 『軍 事 品 目 リス ト」 に登 載 され た兵 器 ・弾 薬 類 ・

そ の他 の軍需 用 品 目の企 画,生 産,製 造,修 理,分 解 検 査,加 工,処 理,開 発,

操 作,保 守,再 生 に使用 され得 る,或 いは使 用 のた めに採 用 され 得 るすべ て の

非 秘 密 指定 晴報 」,(b)「 合 衆 国 の重 要 な軍 事応 用 技 術 の分 野 で の現 在 の 水 準

(thestake-of-the-art)を 前進 させ,或 いは新 技術 を定 着 させ るすべ て の科 学技

術 」,そ して(c)国家安 全 保 障上 の理 由 か ら秘 密指 定 され た科 学 技術 情 報 を 含 む

も の と定義 して い る35)。 ま た,ITARは,専 門技 術 デ ー タ の 「輸 出」 につ い

て ・ それ が 口頭,視 覚 的 手段,文 書 のい ずれ に よ る場合 に も規 制 され る と し,

通 常 の形 式,す なわ ち郵 便,船 舶 に よ る国外 へ の輸 送 のみ な らず,「 ア メ リ カ

市 民 の海外 訪 周 を通 じて の 〔外 国人 へ の〕 開示(説 明会 ・シ ンポ ジ ウムへ の参

加 を含 む),お よび 国 内 で の外 国 人 へ の開示(工 場 プ ラ ン ト訪 問,説 明 会 ・シ

ンポ ジ ウムへ の参 加 を含 む)」 を も 「輸 出」 で あ る と してい る36)。

(b)専 門技 術 デ ー タ につ い て の適 用 除外

専 門技 術 デ ー タ とそ の 「輸 出」 の極 めて包 括 的 な定義 に よ り,ITARは,

国 内,国 外 を問 わず,科 学技 術 分 野 にお ける学 術 的 な意見 交 換,研 究 発 表 の非

常 に広 い範 囲 を規 制 す る こ とにな る と考 え られ るが,同 規 則 は専 門技術 デ ー タ

の規 制 につ い てい くつ か の適用 除外 規 定 を設 けて い る37)。そ の中 で,研 究 者 に

密接 な関係 を有 す る と思 われ る規 定 が,公 刊 され た形 式 ゐ,も し くは一 般 に普

33)22U.S.C.A.§2778(1979);22C.F.R.§124.01-124.12(1983).

34)22C.F.R.§121.01(1983).

35)Ibd.,§125.01.

36)Ibd,§125.03.

,37)Ibd.,§125.10.一 一一一一13.
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及 した専 門技 術 デー タ につ い て の除外規 定 で あ る38)。「一 般 に普 及 した デ ー タ」

とは,「(i)書 店 や新 聞 ス タ ン ドで購 入 可 能 な,(Y)購 読 申込 ま た は購 入 に よ っ

て何 人 に も制約 な しに入手 で き,或 い は無料 で何 人 も入 手 で き る,(..111)合衆 国

攻 府 に よ り第二 種 郵便 の特 権 を付 与 され た,も し くは(iv)公 共 図書 館 で 自由

に利 用 し得 る」 デ ー タで ある と され てい る39)。

しか し,こ の除外 規 定 が 自由 な意 見 交換 を望 む研 究者 に提 供 す る 自由 の領 域

は,ご く限 られ た もので あ る。 け だ し,先 端技 術 情 報 が ど こまで 「一般 に普 及

した デ ー タ」 の範疇 で理解 で きる か は別 として,こ れ らの 「一 般 に普 及 した デ

ー タ」につ い て も,同 規 定 は,税 関 ・郵便 当局 が無免 許 で の有 形 の デー タの 「輸

出」 を認 め る権 限 を有 す る旨 を定 める にす ぎず40),口 頭 或 い は視 覚 的手 段 に よ

る開示 行 為 は依 然 と してITARの 規 制対 象 で あ る と解 され るか らで あ る41)。

また,専 門技 術 デ ー タ の公 刊 につ い て は,ITARは そ のデ ー タ が政 府 との

契約 関係 外 で 開発 され た場 合 で も,事 前 に政 府 の許 可 を受 けな けれ ぼ な らない

として い る42)が,こ れ に は,違 憲 問題 を含 めて多 くの批 判 が あ る43)。た だ,現

在 ま で の とこ ろ,専 門技術 デ ー タ の公 刊 につ き,同 規 則 の罰則 規 定 が適 用 され

た こ とは ない と報 告 され てい る44)。

(c)罰 則 規 定

ITARは,故 意 に,(i)武 器 輸 出統 制 法 の諸 規 定(22u.s.c.A.§ §2778,

2779),ま た は同法 に基 づ い て制定 され た準 則 ない し規 制 に違 反 した者,或 い

は(ii)同 法 また はそれ に基 づ く準則,規 制 に よ り要 求 され る登 録,免 許 申請,

報 告 に際 し,虚 偽 の報 告 をな し或 い は重 大 な事 実 の報 告 を怠 っ た者 に対 して,

1万 ドル以 下 の罰金 また は10年 以 下 の禁 固,或 い は それ らを併 科 で きる 旨 を規

38)Ibid.,125.11(a)(1}.

39)Ibid.

40)Ibid.,§125.11(a).

41)See,Ibid.,§125.03.

42)Ibid.,§125.11(a)(1),footnote(3).

43)司 法 次 官J.Harmonは,大 統 領 の科 学 問 題 顧 問 に次 の よ うな 覚 書 を 送 っ た 。す な

わ ち,rITARの 現 行 規 定 は,民 間 部 門 の科 学 者 や 数 学 者 に よ っ て 開 発 され た暗 号 学 上

の アイ デ アや 情 報 の 開 示 に つ き同 規 則 の諸 規 定 が,〔 公 刊 〕の事 前 抑 制 を基 礎 づ け る限

りにお い て 違 憲 で あ る。」Unger,``TheGrowingThreatofGovernmentSecrecy",

TechnologyReview,Feb./Mar.1.982,at38.

44)Ibid,
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定 して い る45)。 また,こ の刑 事 制裁 と同 時 に,ま た はこれ と独 立 に,輸 出停 止

処 分 等 の行政 制 裁46),お よび1件 につ き1万 ドル以 下 の民 事 上 の制裁 を国務 省

当局 は課 す こ とが で き る47)。

② 輸 出管理 法

輸 出管 理 法 は,1979年9月 に制 定 され た が,同 法 はそ の立 法 趣 旨 につ い て輸

出統 制 政策 を安 定 させ,「 当該 国 家 との貿 易 は国 益 に反 す る と大統領 に よ り 決

定 され た国 々 を除 き,合 衆 国 が外 交 ない し通 商 関係 を有 す るす べ ての国 々 との

貿 易 を促 進 す る こ と」 で あ る と述 べ て い る48)。 この立法 目的 に従 い,具 体 的 に

は,(i)合 衆 国 の安 全 保 障 お よび(ii)外 交 政 策 の推 進(iii)国 内経 済保 護 の三 つ

の観 点 か ら,よ り一 般 的 にITARの 下 で規 制 され る軍事 関係 の品 目を除 い て,

すべ て の種 類 の物 品(goods)と 科 学 技術 につ い て,そ の輸 出 を規 制 す る49)。

(a)定 義規 定

規 制対 象 とな る科 学 技術 は,「 物 品 の企 画,生 産,製 造,利 用,再 生 に使 用

され得 る,コ ン ピュー ター,ソ フ トウェアお よび 専 門技 術 デ ー タ を含 む情 報 と

ノ ウ ・ハ ウ」 と定 義 され50),問 題 の専 門技 術 デ ー タ につ い て は,同 法 に基 づ く

EARの 定義 の方 が,ITARの そ れ よ りもか な り広 汎 で あ る。 す なわ ち,「輸

出 品 目な い しそ の素 材 の企 画,生 産,製 造,利 用,再 生 に使 用 され得 る,或 い

は使用 のた め に採 用 され得 るす べ て の種類 の情 報 」 と定義 され て い る51)。 これ

は,設 計 図,模 型,使 用 マ ニ ュ アル とい った有形 の情 報 だ けで な く,技 術 サ ー

ビス等 の無形 の情 報 も含 む と考 え られ る。

また,専 門技 術 デ ー タの 「輸 出」 の定義 につ い て はITARと ほぼ 同様 で あ

45)22C.F.R.§127.03(1983);22U.S.C.A.§2278(c)(1979).

46)22C.F.R.§127.Q6-07.

47)Ibid.,§127.10.

48)50U.S.C.A.apP,§2402(1)(SupP.1984).な お,同 法 は1983年3.月 に有 効 期 限

が終 了 して お り(Ibid.,§2419),現 在 議 会 で改 正 法 の審 議 が進 め られ て い る。

49)Ibid.,§2402(1)一(2).そ して,同 法 は,統 制 品 目別 に,こ れ らの い ず れ の理 由 に

よ る統 制 で あ る か を明 示 せ ね ば な らず,国 家 安 全 保 障 の観 点 か らは,軍 事 利 用 の可 能

性 の あ る重 大 な科 学 技 術 等 を対 象 とす る とされ る。Ibid.,§2404(d).

50)Ibid.,§2415(4).

51)15C。F.R.§379.1(a)(1984).
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り,「 輸 出 」 は,当 該 デ ー タ の実 際 の国外 積 み 出 しの みな らず,合 衆 国 製 デ ー

タの開示(release)ま で を含 ん でい る52)。こ こで,開 示 とは,(i)合 衆 国製施

設 等 の外 国人 に よ る視 察,(ii)当 該 デ ー タ につ い て の国 内或 い は国外 で の,口

頭 に よる情報 交 換,(iii)合 衆 国 内 で獲 得 され た個 人 的 知識 また は技 術 的 経験 を

国外 で利 用 す る こ と とされ る53)。

(b)輸 出免 許 の種 類 と商 品統 制 リス ト54)

以 上 の よ うに,ITARの 揚 合 と同様 包括 的 に定義 され る科 学技 術 お よび専

門技 術 デ ー タの 「輸 出」 を行 な うた め には,輸 出免 許 が必 要 で あ り,輸 出管 理

法 は,商 務長 官 に 四種 類 の輸 出免 許 を発給 す る権 限 を付 与 して い る55)。 それ は,

① 申請 に基 づ い て発 給 され,特 定 の輸 出行 為 を有効 な もの とす る個別 的 免 許,

② 同 じ く申請 に基 づ き発給 され,同 種 の輸 出行 為 を合 法 化 す る制 限付 一 般 免許.

③ 申請 の不 要 な(一 自動 的)一 般免 許,お よび④ 同法 の執 行 に必 要 なそ の他 の

免 許 の四種 類 で あ る56)。商 務 省 は,こ れ に対 応 して,あ る特 定 国 へ の商 品 の輸

出 に必 要 な免 許 の種 類 を確 定 す る商 品統 制 リス トを作 成 して い る。 これ に よ る

と規 制対 象 とな る国 々 は7つ の グル ープ に分 け られ57)。 グル ー プSとZ(北 朝

鮮,ベ トナ ム,カ ンボ ジ ア,キ ューバ)に つ い て は,「 通 商停 止 相 手 国(embargo

destinations)」 とされ,一 般 に これ らの国 々へ の輸 出 に は最 も厳 格 な③ の 個 別

的免 許 が必 要 で あ る とされ る58)。

(c)専 門技 術 デー タお よび科 学 研 究 また は教 育上 のデ ー タ

ー 般 に公衆 が入手 し得 る専 門技 術 デー タ の輸 出 につ い て ,EARは,特 別 の

申請 を必 要 とせず相 手国 の制 限 もな い① の一 般免 許 で足 りる と してい る59)。

こ こで 「一 般 に入 手可 能 なデ ー タ」 とは,(i)公 開 の会 議,講 演,貿 易 見本

市,或 い はそ の他 の公衆 に開 か れ た メデ ィ ァを通 じて 口頭 な い し視 覚 的 手段 に

52)Ibid.,§379・1(b).な お,国 内 で の 「開 示 」 に つ い て は,当 該 デ ー タ の 国 外 持 出 の

可 能 性 の 認Rを 要 す る と し て い る 。

53)Ibid.,§379.1(b)(2).

54)CommodityControlList(CCLと 略 称 さ れ る),50U.S.C.A。apP.§2403(b).

55)Ibid.,§2403(a).

56)ibid.

57)15C.F.R.§370Supp.1(1984).

58)Ibid.,x;399.1(c).

59)Ibid。,§379.3(a).
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よ り開示 され たデータ,(ii)制 約 な しに通常 の価格 で購入可能 な,ま たは無料

で入手可能 な,或 いは公共 の図書館 で利用可能 な公刊物 を言 う60)。

また,科 学研究上 または教育上 のデータについて も,EARは 次の二 つ の場

合 には,上 記 の専 門技術データ同様,① の一般免許 でよい としている。 すなわ

ち,(i)学 術的会議へ の出席 ・参加等 によ り伝達 された情報 が,「工業製 品の製

造 過程 での企画,生 産,利 用 に直接 かつ重大な形 で関係 していない」揚合,(ii)

f高 等教育機関 ない し研 究機 関での研究 ・教育上 の指示 が,工 業製 品の製 造 過

程 における企画,生 産,利 用 に直接かつ重大 に関係す る契約 の下 での研究 と関

連 がない」場合 の二つ である61)。

つ ま り,EARで は,「一般 に入手可能 な専 門技術 データ」 の輸出 を一 般 免

許 の対象 とするだ けでな く,別 項 目としての 「科学研究 ・教育上 のデー タ」 を

設 け,そ のデータが工業製品化 の過程 に 「直接 かつ重大 に」関係 しない場合 に

は,同 様 にそれ を一般免許該 当事項 としてい る。 また,EARは,「 開 示」 の

定義 として外 国人 による視察,口 頭 による情報交換等 を挙 げるのみで,公 刊 に

つ いては言及 していない ことか ら,同 規則 は公 刊 を規制対象 の 「輸 出」 とは考

えていない と解 され る。

これ らの点 をITARの 専 門技術 データに関す る諸規定 と比較 すれ ば,EA

Rで は科学研 究,発 表 の 自由に対 して よ り多 くの考慮が払 われてい ると考 え ら

よ う。 ただ,0般 免許 は特別 の申請 を必要 とせ ず,輸 出行為 によって 自動的 に

取 得 しうる免許 とは言 え62),当 局 は告知な しにこれ を改訂,停 止,取 消 すこ と

ができ63),適 用 除外 とは質的 に異 なる点がまず注意 されねばな らない。EAR

規制 に対 する もう一つ の疑問 は,「科学研究 ・教育上 のデータ」 が一般 免 許該

当事項 であるた めの条件 として,工 業製品の製造過程 との 「直接 かつ重大 な」

関係 の有無 とい う新 しい基準 を導入 してい る点 である64)。この基準の適用 は,

か な りの困難 を伴 うと思 われ る。 けだ し,先 端技術研究 のい くつかの分野で は,

60)Ibid.

61)Ibid.,(b).

62)50U.S.C.A.app.§2403(a)(3)(Supp.1984).

63)15C.F.R.§370.3(b)(1984).

64)Ibid.,§379.3(1)).
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工 業用 のノウハ ウ と工学研究 とが相 当程度 に重 な り合 うか らであ る65)。

(d)罰 則規定

輸 出管理法お よびEARの 規定違反 には,刑 事,民 事 そ して行政上 の制裁 が

科 され る66)。刑事制裁 については原則規定 と重罰規定が設 けられ てお り,原 則

規定 は,悪 意 の違反者 に輸 出額 の5倍 もし くは5万 ドル(い ずれか高額 のもの)

以下 の罰金刑,或 い は5年 以下 の禁固刑 を科 し,ま たは双方 を併科す る67)。重

罰規定 は故 意 を要件 として,輸 出行為者お よび免許取得者 を加重 な刑事罰 の対

象 とす る。すなわ ち,当 該輸出 が輸 出制限国の利 益 となるこ とを知 りなが ら,

故意 に違法輸出 をなす者 に25万 ドル以下 の罰金,或 い は10年 以下 の禁固,ま た

は双方 を併科す る。(個 人以外 の場合 には輸 出額 の5倍 もしくは100万 ドル のい

ずれ か高額 のもの以 下の罰金 が科 され る68)。)また,輸 出行為 に至 らない 個 別

的免許取得者 も対象 品 目が輸 出制限国で軍事 ・情報収集 目的 で使用 され るこ と

を知 りなが ら,故 意 にその旨の報告 を怠 る場合 には,25万 ドル以 下の罰金,或

い は5年 以下 の禁固,ま たは双方 が併 科 され る。(個 人以外 の揚合 は,輸 出 行

為者 に対す る罰則規 定 と同様69)。)な おEARは,こ れ らの違反行為 の 教 唆,

轄 助,未 遂 共 同謀義等 も禁止 している70)。

行政上 の制裁 には,輸 出特権 の否認,個 別的免 許 の効力停止,違 反者 の輸 出

業務停止 な どがあ り,民 事上 の制裁 としては,違 反行為1件 につ き1万 ドル以

下 の民事制裁 と当該輸出品 目の差押等 が規定 され てい る?1)。

4.科 学技術研 究 と公表 の 自由の憲法上 の地位 と政府規制

次 に我々は,科 学技術研究 およびその公 表 の自由が占める憲法上 の地位 にっ

いて検討 を進 めなけれ ばな らない。 そ こでまず,科 学研究一般 につ き,大 学教

員 による研究 の 自由お よび公表 の 自由をその コロラ リー とす る と考 え ら れ る

65)Alexander,supranote4),at193.

66)50U.S.C.A.app.§2410(Supp.1984).

67)Ibid.,(a).

68)Ibid.,(b)(1).

69)Ibid.,(b)(2).

70)15C.F.R.§387.2-387.3(1984).

71)50U.S.C.A.app.§2410(c)(Supp.1984).
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「学問の 自由」 の観 点か ら検討 を始 めるこ とにす る。

{1)「学 問 の 自由」 か らの理 解

ア メ リカにお ける 「学 問 の 自由」 の概 念72)は,そ の 中核 と して,大 学等 の高

等 教育 機 関 の構成 員 が(i)研究 を 自由 に行 な い,お よび(ii)そ の作 業 の成 果 を 教

授 し・公 表 す る 自由 を享 受 す べ きで あ る とい う内容 を含 む と考 え られ る?3)。 し

か し 「学 問 の 自由」 の主 張 は,し ば しば な され るに もか か わ らず,こ の領 域 に

お け る連 邦 最 高裁 判 所 の判 例 法 は未 発 達 の まま で あ り74),と りわ けそ の コ ロラ

リー で あ る大 学教 員 の研 究 ・公 表 の 自由 の権 利 内容 につ い て具 体 的 に言及 した

判 例 は ほ とん どな い。 た だ,「 学 問 の 自由」 に初 めて憲 法上 の保 護 を与 え る こ

とを承 認 した とされ る75)ス ウィー ジー対 ニ ューハ ンプ シ ャー州事 件76)は,大 学

教 員 が講 義 内容 に関 す る州 当局 の審 問 を拒否 した事 件 で あ り,注 目に値 す る と

思 われ る。

(a)ス ウイー ジー対 ニ ューハ ンプ シヤー州 事 件

本 件 は・ ニ ュー一ハ ンプ シ ャー一大 学 のあ る教 授 が1951年 の政 府破 壊活 動規 制 に

関 す るニ ューハ ンプ シ ャー州 法77)の 下 で州 法務 総 裁 によ る審 問 を拒 否 した た め

に,法 廷 侮辱 罪 に問 われ た事 件 であ る。 この51年 法 は政 府 破 壊活 動 に対 す る包

括 的 な規 制 法 で あ り,同 法 によ り 「政府 破 壊 的 な団体 」 は違 法 とされ,解 散 を

命 じ られ る と共 に,「 政 府破 壊 的 な人 物 」 は州 政府 の職 員(こ れ には教 員 も 含

まれ る)と な る資 格 がない もの とされ た。 また,1953年 の州議 会 によ る 「政府

破壊 活 動 の調査 に関 す る合 同決議 」78)は,州 法 務総 裁 に51年 法違 反 に関す る 全
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面 的 な調査権 限を与 えていた。上告人 は,2回 にわた って法務総裁 の審問 を受

けた。第1回 審問 の中で,上 告人 は彼 がかつて共産党員 であったこ とおよび暴

力 的手段 による政府転覆計画 に係 ったこ とはいずれ もない と証言 した。また,

この審問 におい て,上 告人 は審問 の主題 と無関係 な事項 と合衆国憲法修正1条

上 の制約 に違反 する質 問 には回答 しない と述 べ,ニ ューハ ンプ シャーの進歩党

(ProgressiveParty)に ついての知識,そ して党 内の知人 に関 しての質 問 に は

回答 を拒否 した79)。

第2回 の審問では,上 告人 の過去 にお ける共産主義者 との接触 の問題 に重点

が置かれたが,こ れ に関連 して法務総裁 は,54年3.月22日,ニ ューハ ンプシャ

ー大学 で上告人 がな した講義 について次 のよ うな質問 を行 なった。「講 義 の テ

ーマは何 であったか
。」「その授業 の際 にマル クス主義 を唱導 したか。」「その時

間 またはそれ以前 の授業 において弁証法的唯物論 を支持 したか80)。」 これ らの

質 問に対 して,上 告人 は第1回 審 問 の際 に挙 げた理 由に基 づ き・回答 を拒 んだ。

以上 のよ うに,上 告人 は(i)ニュー・ハ ンプシャー大学での講 義 内 容,お よび

くii)進歩党 とその支持者 に関す る彼 の知識,と い う二 つの事項 について回 答 を

拒否 したが,こ れ に対 し,法 務総裁 は上告人 に法廷 での証言 を求 める とい う形

で回答 を強制 した。上告人 はなお証言 を拒否 し続 けたた め,法 廷侮辱罪 が宣告

され た81)。

ニ ューハ ンプシャー州最高裁 は上告人 の有罪 を支持 したが,連 邦最高裁 はこ

れ を破棄 した。 その判決理 由の中で,同 最高裁 は上告人 が講義 を行 な う権利 は,

政 治的結社 の権利 と共 に,合 衆 国憲法 の権利章典 および修正14条 によって保護i

され る権利 である とした82)上で,次 のよ うに述べている。 「我々は,〔本 件 にお

いて〕学問の 自由 と政治表現 の 自由の領域一 いずれ も政府 が極 めて慎重 に行動

せ ねばな らない領域 であるが一 にお ける上告人 の 自由の侵害 が疑 いな くな され

た と考 える83)。」

79}354U.S.238-242.
80)Ibid.,243-244.

81)Tbid.,244-245.

82)Ibid.,249-250.

$3)Ibid.,250.
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「アメ リカの大学社会 に 自由が必須 であるこ とは,ほ とん ど自明のこ とである。

誰人 も我 々の次代 を担 う青年達 を指導 し,鍛 練す る者 が民主社会 において果 し

てい る重要な役割 を過少評価 してはな らない。我 々の大学 の知性 の リー ダーに

拘束服 を着せ るこ とは,国 家 の将来 を危 くす るこ とであろ う。教育 の必要 ない

かなる分野 について も,す でに完全 な理解 があ り,新 しい発見 がな され得 ない

とい う分野 はない。特 にこのこ とは,絶 対 の もの として承認 され る原理 が,た

とえあるに して もわずかである社会科学 の分野 について真実 である。学問 は疑

惑 と不信 に満 ちた雰 囲気 の中で栄 えるこ とはできない。教師 と学生 は,研 究 し,

学 び・評価 をな し,新 たな成長 と理解 を獲得 するこ とについて,つ ね に自由で

な けれ ばな らない。 さもなければ,我 々の文 明は窒息 し,死 に絶 えて しま うで

あろ う84)。」 ・

このよ うに,ス ウィージー判決 は,大 学教員 の講義 を行な う自由,或 いは広

く 「学 問の 自由」 が,憲 法上 の保護 に値 す る自由であるこ とを認 めているので

あるが,同 判決 によって,こ れ らの自由が憲法上,独 立 の権利 として承認 され

た と理解 す るにはい くつ かの疑 問点 が存在す る。

第一一に,ス ウィージー事件 では最 高裁 の多数意見 が形成 されなかったこ とで

ある85)。ウォー レン長官 による法廷意見 には,ブ ラック,ダ グラス,ブ レナ ン

判事 が加 っただけであ り,フ ランクフ ァータ判事 が結論 に同意 す る補 足 意 見

(これ にハ ーラン判事 が同調)を,ク ラー ク判事 が反対意見(バ,.._.トン判 事 が

同調)を それぞれ提出 している。(ウ ィティカー判事 は本件 の審理 に全 く 関 与

していない。)

第二 に・ ウォー レン長官 による法廷意見 は,原 審破棄 の結 論 を,学 問の 自由

お よび政治的 自由 とい う上告人 の憲法上 の権利 と,州 立法府 の政府破壊活動 を

未然 に防 ぐとい う自己保 存の権限 との比較衡量 か ら直接引 き出 しているのでは

な く・法務総裁 による現実 の調査(具 体的 には上告人 に対す る審 問)が,州 立

法府 の調査利益 とその見解 を的確 に反映 していない こ とを,上 告人 の憲法上 の

権利 が危険 にさ らされているこ とと並 んで,結 論 に至 る重 要な要素 としてい る

84)Ibid.

85}Ibid.,235.
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点 で あ る86)。 この法 廷意 見 の論 理 につ い て は,少 数 意見 を書 いた フ ラン クフ ァ

ー タ,ク ラー ク両 判事 とも,連 邦 最 高裁 が州 立法 府 とそ の法務 総 裁 との問 の権

限委任 関係 につ い て判 断 を下 す こ とは,連 邦 制 に対 す る侵 害 行 為 で あ る と反 論

を加 え てい る。 い ずれ に して も法廷 意 見 が原 審 破 棄 の結 論 を下 す に あた って ・

州政 府 の内部 関係 を判 断 の重 要 な要 素 と して い る こ とは,見 落 され て はな らな

い点 で あ る と思 わ れ る。

これ らの疑 問点 が あ るこ とか ら,ス ウィ,..._..ジー判 決 は 「学 問 の 自 由」 の コ ロ

ラ リー と して の大 学教 員 の講 義 をなす 自由 に一 定 の憲 法 上 の保 護 が与 え られ る

こ とを是 認 した も の の,こ の 自由が,同 判 決 に よ って独 立 の憲 法上 の権利 とし

て の地 位 を獲 得 した こ とは考 え られ な い ので あ る。

(b>ケ イ シ ャン対 ニ ュー ヨー ク州 立大 学理 事 会事 件87)

続 い て,研 究 ・公 表 の 自由が直接 の争 点 とな った事件 で は ない が,大 学 教 員

に保 障 され る 「学 問 の 自由」 の法 的権 利 と して の性 格 を理 解 す るた め に,ス ウ

ィー ジ,_._件 と共 に 「学 問 の 自由」 の領 域 にお ける リー デ ィン グ ケー スで あ る

ケイ シ ャ ン対 ニ ュー ヨー ク州 立 大 学理 事会 事 件 を見 てみ る こ とにす る。

本 件 は,ニ ュー ヨー ク州 立大 学 の教 員 で あ り,教 員 で あ った上 告 人 ら が ・

「政府 破 壊 的 な人 物 を州職 員 の任 用 或 い は在 職 か ら排 除す る とを 目的 とし た ニ

ュー ヨー ク計 画 はい くつ か の 点 で連 邦 憲法 に違 反 す る」 と して,宣 言 的 判 決 お

よび禁 止 命令 によ る救 済 を求 めた事 件 で あ る88)。出訴 を受 けた連 邦 ニ ュー ヨー

ク西地 区裁判 所 は,同 計 画 は合憲 で あ る と して上 記 の救 済 を認 めず,上 告人 ら

は最高 裁 判所 に上 告 した。

違憲 の主 張 が な され たニ ュー ヨー ク計画 は,複 数 の州制 定 法 と規 則 か ら構 成

され,複 雑 な執 行 手 続 を有 す る,州 職 員 の忠 誠 宣 誓 計画 で あ るが,本 件 で主 な

争 点 とな った のは こ の計画 の 中心 をなす州 一 般職 員 法105条89)お よ び 州 教 育

法3021条,3022条go)で ある。

86}Ibid.,251-254.

$7)Keyishianv.BoardofRegentsofUniversityofStateofNewYork・385

U.S.589(1967).

88)Ibid.,591-592.

89)CivilServiceLawN.Y.§105.

90)EducationalLawN.Y.§ §3021,3022.
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ブ レナ ン判事 によ る最 高裁 の多 数 意見 は,ま ず,_._.般 職 員 法105条3項 と教

育』法3021条 を採 り上 げ る。 これ らの条 項 は,州 の教育機 関 に在 職 す る職 員 また

は教 員 が 「反 逆 的(treasonable)」 或 い は 「扇 動 的(seditious)」 な発 言 ま た

は行 為 に及 んだ場 合 に は解職 され る旨(一 般 職 員 法 は 「解 職 さ れ 得 る」 と 規

定)を 規 定 す る。 多数 意 見 は,こ れ につ い て 「教 師 は,『 扇 動 的 な』 発 言 と は

抽 象 的 な原 理 の単 な る言 及 を越 えた もの で な けれ ばな らない のか,特 定 の教 義

を促 進 す る行 動 を促 し,教 化 す る こ とを意 図 し,か つ それ に資 す る もの でな け

れ ばな らない のか,そ の範 囲 を知 る こ とが で き ない 。 〔す なわ ち〕重 大 な 問 題

は・ い か な る教 師 もr扇 動的 な』 発言 お よび行 為 と,そ うでな い それ との境 界

線 が どこ に引 かれ るか を正確 に知 る こ とがで きない 点 で あ る9・)。」 と 述 べ,こ

れ らの規 定 は一 般 職 員 法105条1項(a),1項(b)と 同様 ,漠 然性(vagueness)と

い う欠 陥 を有 す る と指 摘 す る。

次 に多 数意 見 は・ ニ ュー ヨー ク州 がそ の教 育制 度 を政 府 破壊 活 動 か ら保 護 し

よ う とす る利 益 の合 法 性 につ い て は疑念 の余地 が な い と しな が らも,「r当 該 目

標 は,よ り限 定 され た形 で達 成 され得 るに もか か わ らず,そ れ が広 く個 人 の基

本 的 自由 を抑圧 す る よ うな手段 に よ って追 求 され て はな らい。』(シ エ ル トン対

トゥッカー事 件)92)」 と した上 で,表 現,出 版,集 会 の 自由 とい う憲 法的 権 利

に関 す るデ ュ ヨ ン グ対 オ レゴ ン州事 件93)を 引用 し,更 に 「学 問 の 自由」 にっ い

て,次 の よ うに述 べ て い る。

「我 が国 は,そ の 自由 に直接 関係 す る教 員 のみ な らず,我 々す べ て に とって優

越 した価 値 を有 す る とこ ろの学 問 の 自由 を保 障 す る こ とに強 い 関心 を有 す る。

そ れ故 に・そ の 自由 は・教 室 を正 統 性 の棺 衣(apalloforthodoxy)で 被 う

法律 を是 認 しない とい う,修 正1条 の特別 な関 心事 な ので あ る。r憲 法的 自 由

の注 意 深 い保 障 は,他 の い かな る とこ ろ よ りもア メ リカ の学校 社 会 にお い て重

要 で あ る・』(シ ェル トン対 トゥッカー事 件)教 室 は,と りわ け思 想 の 自 由市 揚

な の で あ り・ 〔そ して〕r何 らか の正 統 的選 択 に よる とい うよ りむ しろ,話 し手

の多様 性 によ って」(合 衆 国対A.P.事 件)真 理 を発 見 す る こ との で き る よ う

9].)385U.S.599.
92}Ibid.,602.
93)DeJongev.StateofOregon,299U.S.353,365.
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な,自 由潤達 な意見 の交換 〔過程〕 に広 く触 れ ることを通 して訓育 され る指導

者 に国家 の将来 は担 われている94)。」

こ うした論理 に基 き,多 数意見は上述 の諸条項 が漠然性 の故 に違憲無効 であ

る との結 論 を導いているのであ り95),多 数意見 が,「 学問の 自由」 を 表 現,出

版 の 自由等 と並 んで憲法上 の基本的 自由 と考 えているこ とは明 らかである。 し

か し,そ の権利 内容 等 については詳 しく触れ られてお らず,と くに本稿 の課題

であ る科学研究 お よびそ の公表 の自由がいかなる憲法上 の保障 を受 けるか とい

う問題 について具体的 な示唆 を与 えては くれない。ただ,本 判決 は,(i)「 学問

の 自由」 の法 的基礎が,意 見 の自由潤達 な交換 とい う目的 に仕 える修正1条 な

かんず く思想表明の 自由にあるこ と,そ して(ii)「教室 は とりわけ,思 想 の 自由

市揚 なのである」 との説示 か ら明 らかなよ うに 「学 問の 自由」 は,教 育 の場 に

おいて,こ の表現 の自由の理念 を貫徹 するこ とを目指す もので あるこ と96),の

二 つの点 を示 してい ることは,注 目されね ばな らない。 すなわち,ケ イ シャン

判決 は,「学問 の 自由」 のコPラ リーたる,高 等教育機関 の構成員 の有す る研

究,公 表 の自由について具体的 な言及 は していないが,こ れ らの 自由が有 す る

憲法上 の地位 の検討 にあた っては,こ の領域 での判例法 の展開が これか らの段

階であ るだけに,「学問 の自由」 の法論理上 の基礎 をなす市民的 自由 とし て の

表現 の自由か らの検討 が不可欠 であるこ とを示唆 している と思 われるのであ る。

(2)「表現 の 自由」 の視 点か らの検討

科学技術研究 とその公表 の自由は,大 学教員 とい う主体 に関する限定 を取除

いて,広 く市民的 自由である表現 の自由の観 点か ら,ど のよ うに理解 され,ま

たいかなる憲法上 の保護 が是認 され るであろ うか。 この場合 には,研 究 とその

成 果 の公表 が表裏一体 の関係 にあるこ とを前提 として,研 究 自体 ではな くその

公表 の自由に重 点が置かれ,一 応 それ は科学技術情報 を内容 とす る表現 の自由

の問題 と考 えるこ とができよ う。

94)385U.S.603.

95)bid.,604.

96)表 現 の 自 由等 の 市民 的 自 由 と学 問 の 自 由 の 同質 性 に 関 して は,高 柳,前 掲,と くに

121頁 以 下 参 照 。
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現在 までの ところ連邦最高裁 が,こ の科学技術 清報 に関す る表現,つ ま り科

学技術的表現 の自由の問題 について,正 面 か ら判断 を下 した事例 は見 当た らな

い97)。営利的言論(commercialspeech)に 関す る重要 な判例 であるバ ー ジ ニ

ア州薬剤 委員会対バ ージニ ア市民消費者協議会事 件98)にお いて,最 高裁 は,思

想・心理 ・道徳 ・芸術一般 と並 んで,「 科学一般」 が修正1条 の保護対象 と な

るこ とを示唆 している99)。しか し,科 学理論,仮 説,公 式 といった一一般 的科学

データか ら特定 の製 品やその製造過程 の設計等 に関す る技術的データまで を含

む,す べ ての科学技術的表現 が修正1条 の保護 を受 ける表現で あるか否 かの問

題 につ いての・最 高裁 の態度 は明 らかではない。学説 についてみ ると,修 正1

条 の下で純粋 に 「政治的な」言論 のみが保護iされ,文 学的,教 育的そ して科学

的 な表現 は保護 を受 けない とい う見解 もある100)が,そ の多 くは,修 正1条 の

保護 の範 囲 を広 く理解 し,わ いせつ物等 の特定 の範疇 を除いたすべての表現 が

修 正1条 の保護 の対象 とな るとしている101)。確 かに,科 学技術 的 表 現 は,伝

統的 に表現 の自由 を基礎づ けてい る と考え られ てきた社会的諸価値,す なわ ち

(i)個人 の自己実現,(ii)知 識 の深化 と真理 の発見および,(iii)社 会 のすべての構

成員 による政治的決定 への参加102)を促進 する と考え られ る。

この点 について簡単 に触れ る と,ま ず科学技術情報 の自由潤達 な 交 換 が(ii)

の知識 の深化 と真理 の発見に資す るこ とは言 うまで もない。 また,科 学技術分

野 の研 究者 としての地位 は,彼 の研究努力 に含 まれる独創性 に対 す る学界 か ら

の評価 に大 き く依 存 してお り,こ の点か ら,研 究者 はその研 究成果 を逸早 く公

表す るこ とに大 きな利害関係 を有 する103)((i)個人 の 自己実現)。 更 に経済活 動

97)Cheh,supranote1),at24.

98)VirginiaState蓋Bd・ 二〇fPharmacyv.VirginiaCitizensConsumerCouncil
,425

U.S.748(1976),

99)Ibid.,762.

100)Bork,``NeutralPrinciplesandSorneFirstAmendmentProblems・ ・
,471η 屡

zanaJ乙 α測Jlフurnal,at8-9(1971) .

101)Emerson,TjieSystemofFreedomofExpression
,at18{1970).

102)Ibid・ ・at6-7・ エ マ ソ ン 教 授 は こ こ で 上 記 の 他 に 「〔社 会 に お け る 〕 健 全 な 分 裂 と

必 要 な コ ン セ ン サ ス の 問 の 不 安 定 な 均 衡 の 維 持 」 と い う 価 値 を 挙 げ て い る 。

103)Ferguson,"ScientificandTechnologicalExpression:AProbleminFirst

AmendmentTheory,',16魚7・ 臓7ゼCivil'Rights-CivilLibertiesLawR{塑 ∫6測535

{1981).
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ない し社会生活全般 に占める科学技術情報 の比重 の増大 に伴 ない,原 子力 エネ

ルギーの開発や遺伝子工学 の規制処置 といった問題 が公共政策上 の争点 となっ

て きてお り,こ れ らの争点に関す る政治的決定 に市民 が参加せねばな らない必

然性 が生 まれ て来 ている。 こ うした決定 に参加 す るためには,市 民 が問題 とな

っている科学技術 の内包 する利 点 と危険性 について,特 定 の利害 に偏 らない正

確 な知識 を持つ こ とが不 可欠 である。 ここに科学技術的情報 の自由な流通 が法

的 に保護 され ねばな らない一つ の根拠 が見出 され る104)((iii)十分 な情報 を持 っ

た市民 の政治決定への参加)。

この よ うに,科 学技術的表現 は,表 現の 自由を基礎づ ける社会的諸価値 を促

進 す る と考 え られる一方,そ れ は表現 の自由一般 には見 られ ない重大 な特徴 を

有 してい る。 それ は,科 学 の進歩 が 自然現象 の仕組 みを解 明するこ とによ り・

我々 の生活条 件 を斬新的 かつ,根 底的 に変化 させ得 る能力 を生 み出 した こ とに

関連す るcos)。この科学 の進歩 によって生 み出 され た能力 の悪 しき利 用 を象 徴

する ものが,核 兵器 であ り,科 学技術的表現 は,そ の表現内容 の受 け手 である

個入や国家 に,も しそれ を知 るこ とがなけれ ば実行 し得 ない よ うな重大 な害悪

をなす能力 を付与 するのであ る106)。

しか し,こ の問題 を論 じた論者 の多 くは,科 学技術的表現 のすべて がこ うし

た危険性 を有す るのではな く,む しろ例外 であるこ と107),あ る い は,あ る特

定 の表現がその置かれ た状況 の中で修正1条 の保護 を受 けるこ とので きない極

端 な害悪 に転化す るにす ぎないこ とcos)を理 由 として,一 つ の範疇 と し て の科

学技術 的表現 の全体 を営利的言論 と同様 に,修 正1条 による限定的な保護 の対

象 として はな らない としてい る109)。

しか しなが ら,先 に も述べ たよ うに,こ の論点 については現在 までの ところ

104)Ibid.,at543.

105)Cheh,supranote1),at23.

106}Ferguson,supranote103),at525.

107)Ibid.,at544.

108)Cheh,supranote1),at23-24.Chehは トラ イ ブ教 授 を引 用 して,フ ォ ル ク ス

ワ ー ゲ ン の 中古 部 品 か ら爆 弾 を造 る方 法 につ い て,テ ロ リス トの た め の手 引 書 を公 刊

す る こ と と,爆 弾 マ ニ ァ 向 け の雑 誌 に 同様 の情 報 を特 定 の意 図 な く掲 載 す る こ と と を

比 較 して い る。

109}See,Alexander,supranote4),at203-205.
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連 邦最高裁 の判断 は何 ら示 されてお らず,問 題 はなお流動的 である。 したが っ

て,現 在 の時点 で,こ の論 点 に関 して確定的 な言及 をなす こ とはできないか も

しれないが・下級裁判所 の レベルで この科学技術的表現 の領域 にお ける注 目す

べ き判例が二件報告 されているので,次 節 ではこれ らの判例 を簡単 に紹介 し,

下級裁判所 レベルでの科学技術表現 に対 す る理解 の仕方 を検討す るとともに,

一応 それ を踏 まえて
,国 家安全保障 を理 由 とした科学技術的表現 に対 す る政府

規制 の問題 点 につい て考 えてみ るこ とにしたい。

(3)判例 の検討 と政府規制 の問題 点

(a)合衆国対 エ ドラー工業会社事件110)

本件 は,上 訴人 であるエ ドラー工業会社 とその社長 が第3章 で検討 した武器

輸 出統制法 の旧法 である相互安全保障法(MutualSecurityActof19541・ ・))

とその実施規則 に違反 した として有罪判決 を受 け,連 邦第9巡 回区裁判所 に上

訴 した事件 である。

エ ドラー社 は,フ ランスのある ミサ イル製造 会社 に対 して,国 務省 の軍用物

資管理局 の輸 出許可 が出 る以前 に,ミ サイルの噴射 口製造 に利用 し得 る汎用技

術 についての技術援助 と専門技術 データを提供 し,こ れが,上 記の よ うに原審

において相互安全保障法 とそ の実施規則 に違反 す る とされた1エ2)。こ れ に対 し

て上訴人 は主 たる上 訴理 由 として,実 施規則 の 「専 門技術 データ」 の 定 義113)

は過度 に広汎 であ り(例 えばディーゼルエ ンジ ンの基本原理 な ども軍用 トラッ

クに利用 され る との理 由で 「専 門技術データ」 とされ る),科 学技術情報 の 自

由な交換 とい う修正1条 上 の権利 を不 当に侵 害する との主張 を行 なった。

連邦第9巡 回区裁判所 は,こ の点 に関 して相互安全保障法1934条 と 「専 門技

術 データ」 の定義規定 は,確 か に 「過度 に広汎 な解釈 を許 す114)」こ とを認 め,

「その広汎 な文言 は軍事品 目 リス トに登載 され た品 目の生産 に直接結 び付 く情

110)U.S,v,EdlerIndustries,Inc.579F.2d516{1978).

111)22U.S.C.A.§1934(Repealed1976).

112)579F.2d518-519.

ユ13)22C・F・R・ §125.01(1977).こ の 「専 門 技 術 デ ー タ」 の定 義 規 定 は改正 され て お

らず,現 行 のITARの 規 定 とな っ て い る。 前 出 注35)お よ び本 文 参 照 。

ユ14)579F.2d520.
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報や武器 の輸 出のみな らず,そ れ 自体実質的 には何 らの軍事利用 の可能性 のな

い科学技術,情 報 の交流 をも規制 する と解釈 され得 る115)。」 とす る。「しか し

なが ら,制 定法 の拡張的解釈 は必 要で も適切 で もない116)」と述 べ,相 互 安 全

保 障法1934条 についての議会 の立法意思(「 恐 らく議会は,規 制 に服す る 専 門

技術 データが武器 の製造 に漠然 とした有用性 を有す るだ けでな く,軍 事品 目 リ

ス トの特定 の品 目の製造 に直接 関連す るものであるこ とを意図 してい た117)」)

の確認等 を行 なって,「 同法1934条 およびその実施規制 は,軍 事 品 目 リス トの

特定 の品 目に重大かつ直接 に関係 す る専 門技術 デー タの 輸 出 だ け を 禁 止 す

る118)」とい う限定解釈 を示 している。 そ して この限定解釈 を実効性 のあ るもの

にす るた めに,裁 判所 は 「〔本件 で〕上訴人 がその技術 について主張す る よ う

に,も し,当 該情報 が平和 目的 と軍事 目的 の双方 について利用可能である場合

には,被 告 はその情報 が禁止 された使用 〔目的〕 のために用 意 された ものであ

るこ とを知 り,或 い は知 るべ き理 由を持 っていな ければな らない119)。」 として,

軍事利用 についての認識 の立証 を必要 としてい る。 これ らの判断 を基礎 として,

第9巡 回区裁判所 は,原 審…の制定法 お よび関連規則 の解釈 には誤 りがある とし

て,原 判決 を破棄,差 戻 しとした。

エ ドラー判決 は,こ のよ うに,相 互安全保 障法 と実施規則 に限定解釈 を施 す

こ とによって,「 本件 では 〔科学技術情報 の伝達 に関す る修正1条 に よ る〕保

護 の正確 な範囲 を確定す るこ とは不必要である120)」として科学技術的 表 現 が

修正1条 上 の完全 な保護 を受 ける表現 であ るか否 か について,何 ら積極 的な検

討 を行 なっていない。ただ,同 判決 は,情 報 の軍事利用 についての認識 の必要

性 に関 して,「 こ うした限定 は(中 略)科 学的,技 術的情報 の交換 に対 す る 重

大 な侵害 を回避す るために必要 である121)」と述 べ,ま た,裁 判所 によ っ て 限

定 的 に 「解釈 された1934条 と実施規則 は,憲 法上 の保護 を受 け る 言 論 〔の 自

115)Ib

116)Ib

117)Ib

118)Ib

119)Ib

120)Ib

121)Ib

d.

d.

d.,521.

d.

d.

d.,520.

dり521.
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由〕 を侵 害 しない。(中 略)以 上 のよ うに限定 され た制定法 と規則 は,過 度 に

広汎で はない122)」と述べている。 これ らの言及 は,限 定解釈 がなされ な け れ

ば当該法令 は・修正1条 の保護 を受 ける表現 を不 当に侵害す るか も知れ ない と

い う裁判所 の判 断 を,聞 接 的 に示 している と言 うこ とができよ う。

(b)合衆国対 プ ログレッシブ社事件工23)

本件 は,科 学雑誌 「プ ログ レッシブ」 に掲載予定 の 「水素爆弾 の秘密一我 々

はそれ を どのよ うに して手 に入れ,な ぜそれ を語 ろ うとす るのか?」 とい う記

事 が原 子力 エネルギー法124)の規 定 によ り「部外秘 データ(RestrictedData)」 ・25),

とされ る科学技術情報 を含 んでい る として,連 邦政府 が記事(正 確 には含 まれ

て いる部外秘 データ)掲 載 の予備的禁止命令(preliminaryinjunction)の 発

給 を求 めた事件 である。

本 件では,政 府側 の主張す る合衆国 の安全保障利益 と,被 申立人側 の主張で

ある・水素爆弾 の製造 に関す る科学技術情報 を含 む雑誌記事 を公刊 する とい う

修正1条 上の権利 とが正面 か ら対立 した。 まず政府側 は,原 子カ エネルギー法

が明言す るよ うに,国 家 の安全保障利益 は政府秘密 の指定 と保持 を合 法化 する

こ と,そ してそれ らの情報が総合 され ることによ り 「合衆国 の利益 に即時的,

直接 的お よび回復 し難 い損害 を及 ぼす性格 を獲得す る場合 には,一 般 に入手可

能 な情報源 か ら生 み出 され た情報 につ いて もそれ を秘密指定 し,検 閲す るこ と

が できる126)」との主張 をな した。一方,被 申立人側 は,「 修正1条 に規定 され

た表現 の 自由は 〔憲法的〕 自由の核心 をなす故 に,い かなる形式 の事前抑制 も

許 され ない。 このこ とは国家 が戦争状態 にな く,事 前抑制 が臆測や推量 に基づ

いている ときに と りわ け真実 である12?)。」 とし,出 版 の 自由は絶対 的な権利 で

な ないこ とを認 めた として も,当 該記事 は 「修正1条 上 の自由へ の侵害 を正当

化 し得 る即時的,直 接的 そ して回復 し難い程度 の損害 を惹起 する も の で は な

122)Ibid.

123)467F.Supp.990{W.D.Wis.1979},appealdismissed,61QF.2d819(7th

Cir.1979).

ユ24)42U.S.C.A.§ §2011--2296(1976).

125)Ibzd.,§2014(y).

126)467F.Supp.991.

ユ27)Ibid.
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い128)」と主張 した。

これ らの主張お よび提出 された数 多 くの宣誓供述書 を踏 えて,連 邦 ウイスコ

ンシン東地 区裁判所 は,ま ず次 のよ うに述 べ る。 「合衆国 の建 国以来,言 論 お

よび出版 の自由は我 々の憲法体系 の中で名 誉 ある地位 を占めて きてお りエ29)」,

したが って公刊 に対 す る何 らかの事前抑制 については,憲 法違反 の強い推定 を

受 ける。 しか し,修 正1条 上 の権利 も絶対 の権利 ではな く,最 高裁判所 はニア

対 ミネ ソタ事件130)において,国 家安全保障 に関連 して,修 正1条 上 の諸権利 へ

の侵 害が許容 され,公 刊 の事前抑制 が適切 であるよ うな極端 に限定 され た領域

を承 認 した。 この極端 に限定 された領域 とは,「 〔交戦状態 において]政 府 が,

新兵募集業務へ の現実的妨害 を排 除 し,或 いはq送 船 の航 海データない し軍隊

の規模お よび配 置 を公表す るこ とを妨 げるこ とができる131)」とい う領域 である。

このよ うに述 べた上 で,裁 判所 は,被 申立人 による記事 の掲載 が この限定 さ

れ た領域 の範 囲内 にあるか否 か とい う問題 について,種 々検討 を加 えてい るが,

それは大 き く三つ の論 点 に分 けることができる と考 え られ る。

第一 の論点 は,被 申立人 の主張 によれば当該記事 は一般 に入手 し得 るデータ

のみ に基 づいて書 かれてお り,諸 外国 も同様 のデータをすでに入手 したか,も

しくは入手す る機会 を有 してい る。 したが って,当 該記事 は原子力 エネルギー

法 の 「部外秘データ」 を含 む とは言 えないのではないか とい う点 で あ る132)。

裁判所 はこの点 について,記 事 執筆者 が基礎 としたデータがすべ て一般 に入手

し得 るものであったか とい う問題 には踏み込 まず,同 記事 がそれ らのデータを

総合す ることによ り,水 素爆弾 の製造 に不可欠 かつ非公知 の概念 を提示 してい

る点 を重視 し,こ の概念 は,中 規模国家 の水爆 開発 を相 当程度容易 にす る重大

な概念 であるこ とか ら,そ れ が 「部外秘 データ」に該 当す るこ とを示唆 した138)。

第二 の論点 は,秘 密指 定文書 である 「ペ ンタゴンペーパ ー」 の公刊差止 めを

認 めなか ったニュー ヨー クタイムズ対合衆 国事件134)と本件 の関係性 につ い て

128)Ibid.,991-992.
129)Ibid.,992.

130)Nearv.Minnesota,283U.S.697(1931).

131)Ibid.,716.

132)Ibid.,993.

133)Ibid.
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であ る。裁判所 は,両 者 の相違点 としてベ トナム秘密文書 が3年 か ら20年 前 の

歴史的文書 であった点,同 事件 で最 高裁判所 は文書 の公刊 が合衆国 に対 する一一

定 の 「不都合」以上 には安全保障上 の害悪 を生 じない と判 断 した点 を挙 げ,更

に最 大 の相違点 として,本 件 ではニ ュー ヨー クタイムズ事件 と異 な り公刊差止

めの法的根拠 となる具体的 な制定法 が存在す るこ とを指摘 する。 そ して裁判所

は,本 件 に適用 され る限度 において,原 子カ エネルギー法 は漠然不明確 で も過

度 に広汎 で もないこ と,か つ,同 法 に基づ く公刊差止 めの要件 である,被 申立

人 は記事 に含 まれたデータが も し公刊 され るな らば合衆国 を害 し,或 いは外 国

を利 す るであろ うこ とを信 ずべ き理 由を有 していたか とい う点について も,政

府側 による立証 はな された との判 断 を示 した135)。

第 三の論点 は,「 当該記事 の公刊 は,政 府 による秘匿 のための無意味な 努 力

によって生 み出 され た安全保障 の幻想 に対 して国民 の注意 を喚起136)」し,こ の

公共的争点 に関 する十分 な情報 を提供するこ とにその 目的 がある とい う被 申立

人 の主張 に関 してで ある。裁判所 は,そ の主 張が修正1条 上 の重要 な諸権利 に

関係 し,相 当の尊重 に値す るものを含 むこ とを認 めなが らも,「 この争点 に っ

いての十分 な情報 に基 く討論 を行 な うためになぜ公衆 が,水 爆 の構造 に関する

技術的詳細 を知 る必 要があるのかについての信 ずべ き理 由を見出 し得 な い'37)」

として被 申立人 の主張 を退 けた。

以上 のよ うな検討 の後 に,裁 判所 は,ニ ア対 ミネソタ事 件 に準拠 して記事掲

載 の予備的禁止命令 の発給 を認 めた138)。その論理 は次 のよ うなものであった。

1931年 のニァ事件 において,最 高裁判所 は,戦 時 にお ける軍隊 の移動状況 の公

表 は国家 の安全保 障 を脅 し,そ れ故 に事前 に抑制 され得 るこ とを認 めた。 しか

し,時 代 は大 き く変化 し,「歩兵 による戦争 は大部分機械力 と,爆 弾 によ る 戦

争 に取 って替 られ,し か も核戦争 が開始 され るための事前 の警告或いは準備 の

期間 はもはや必要 がない139)。」 「これ らの諸要素 を考慮 し,本 法廷 は,記 事 に

134)NewYorkTimesv.UnitedStates,443U.S.71.3(1971.).

135467F.Supp.994-995.

136)Ibid.,994.

137)Ibid.

138)な お,裁 判 所 は本 件 に つ い て和 解 に よ る解 決 が 望 ま しい と し,そ の 提 案 を 行 な っ

た が,合 意 に至 らず 上 記 の命 令 が な され た 。Ibid.,996-997.
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含 まれ る水爆 に関す る科学技術情報 の公刊 は,戦 時 における軍隊 の移動 ない し

配 置 の公表 と類似 してお り,事 前抑制 の禁止準則 に対す る極端 に限定 された例

外事項 に該 当す る と結論 す る140)。」

このよ うにプ ログ レッシブ判決 は,水 爆 の製造方法 に関す る雑誌記事 の事前

抑制 の是否 をめ ぐって,雑 誌記事 の公刊 は,一 応修正1条 す なわち 「表現 の 自

由」 によって保護 され るこ とを前提 としなが ら,当 該記事 は事前抑制 の禁止準=

則 に対 す る極端 に限定 され た例外事項 に該 当す る として禁止命令 の発給 を認 め

たのであ る。本件 では科学技術情報 に関す る表現一般 について,そ れ が修 正1

条 の保護対象 とな るが どうかについての判断 が下 されてい る訳 ではないが,判

決 の論理 か ら判断 して水爆 の製造 方法 とい った極 めて例外 的な場合 を除 き,他

の科学技術情報 に関する表現 については,修 正1条 上 の保護 を是認す る趣 旨 と

考 え られ る。

(C)政府規則 の問題点

上述 のよ うな検討 か ら,エ ドラー事件 およびプ ログレッシブ事件 において,

連邦下級審裁判所 は明示的ではな く間接的 なが ら,科 学技術的表現 に つ い て

「営利 的言論」 の場合 のよ うに限定 された保護 ではな く,修 正1条 による 完 全

な保護 を是認 してい る と一応考 えるこ とができよ う。そ こで,最 高裁 判所 の判

断は不明 の段階 ではあるが,科 学技術的表現 が,取 り敢 えず修正1条 による完

全 な保護 を受 ける表現 である と仮定 した場合 に,科 学技術研究 とその公表 に対

す る政府規制 の根拠法令 である武器輸 出統制法 と輸 出管理法 およびそれ らの実

施規則 には,ど のよ うな問題 点が指摘 できるかを見 るこ とに しよ う。

まず第一一に,憲 法上完全 に保護 され る私人 の言論 に刑事制裁やその他 の制約

を加 え る制定法 が,合 憲 とされ るた めには,政 府 は 「圧 倒的 な」規制利益 の存

在 を立証 しな けれ ばな らない141)。そ してこの規制利益 の程度 は,国 家 が 回 避

139)Ibid.,996.

140)Ibid.な お 本 件 に つ い て は,Cheh,TheProgressiveCaseandtheAtomic

EnergyAct,48丁 舵GeorgeWashingtonLazyReview163(1980)等 の 厳iし い批

判 が な され て お り,最 終 的 に最 高 裁 が どの よ うな 判 断 を下 す か が 注 目 され た が,問 題

の 記 事 と同 種 の 記 事 が 他 の新 聞 に掲 載 され訴 訟 の 実 質 的 意義 を失 っ た 。Ibid.,at166.

141)E.g.ConsolidatedEdisonCo.v.PublicServ.Comm'n,447U.S.530,534

(1980).
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しよ うとす る害悪 の重大性 とその発生 の蓋然性 に依存す る142)。つ ま り,害 悪

の重大性 が増加すればするほど,そ の蓋然性 につ いての政府 の挙証責任 は軽減

され るこ とになる。例 えば上述 の規制法令 の対象 とな る科学技術情報 にっ いて

害 悪 の重大性 の レベル を考えれ ば,兵 器 の製造 開発がその主 た る目的である科

学技術情報 の害悪 の重大性 が最 も高 く,汎 用性 を有 す る科学技術 がそれ に続 き,

外 交政策推進 の観点 か ら輸 出規制 され る民生用科学技術等 は最 も害悪 の少 ない

範 疇 に分類 され る と一般 に考 え られ る143)が,当 該技術 が相 手国ですで に周 知

の ものである等 の害悪 発生 の蓋然性 の要素 と合 わせて具体的 な事例 に即 した判

断 がな されねばな らない。 こ うして具体的 に検討 され る 「圧倒的 な」規制利益

のテス トによ って,規 制法令 の範 囲は相 当程度,縮 減 され るもの と考 え られ る。

第二 に,政 府 が科学技術情報 の公刊 に対す る事前抑制 を行 なお うとす る場合

に は,政 府側 に厳格 な挙証責任 が課 され る。 プ ログレッシブ事件 はま さに科学

技 術情報 の公刊 に対す る事前抑制 の是否 が問われ た事件 であ り,こ の法理 の適

用 については同事件 を紹介 した前節(b)を参照 のこ と。ただITARに は,政 府

との契約関係外 で開発 された専 門技術 デー タの公刊 につ いて も,事 前 に政府 の

許可 を求 めるこ とを必 要 とす る規定144)があ り,科 学技術的表現が修正1条 の

完 全 な保護 を受 ける と解 す る限 り,こ の規定 は違憲 の疑 いが強 い145)。

第三 に,表 現 の規制 を 目的 とす る制定法や規則 の文言 は,「 漠然不 明 確」或

い は 「過度 に広汎」で あってはな らず,も しそ うである場合 には,そ れ らの規

定 は裁判所 によ り違憲無効 とされ る146)。ITARの 「専 門技術デ ー タ」 の定

義 規定 は,エ ドラー事件 において,「 実質 的 に何 らの軍事利用 の可能性 の な い

科学技術情報 の交流 を規制す る と解 釈 され得 る」過度 に広汎 な文言 を含 んでい

142)Dennisv.UnitedStates,341U.S.494,510{1951).

143)Alexander,supranote4),at206-207.

144)22C.F.R.§125.12(a)(1),footnote(3).

145)前 出 注43)参 照 。

ユ46)裁 判 所 は,文 面 上 無 効 とせ ず に 問 題 の規 定 を憲 法 上 保護 され る行 為 に は 適 用 さ れ

な い と解 釈 す る こ とに よ り,当 該 法 令 を救 済 す る場 合 が あ る 。 しか し,ト ラ イ ブ 教 授

は 憲 法 自体 が 保 護 され る行 為 とそ うで な い行 為 とを 区 別 す る 明確 な 基 準 を提 示 して い

な い 以 上,こ の 限 定 解 釈 に よ る救 済 に は大 き な 問題 が あ る とす る 。Tribe,American

ConstitutionalLazo716(FoundationPress,1978).

147)579F.2d520.
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る とされ た147)が,同 様 の問題 は,ITARの 他 の条項やEARの 多 くの規定 に

ついて も生ず る と考 え られ る。例 えば,EARの 「専 門技術 デー タ」 の定義規

定 は,ITARの それ以上 に広汎であ り,ま たEARは,「 科学研究 ・教 育 上

のデー タ」 につ き,こ れ らのデー タが工業化過程 に 「直接かつ重大 に」 関係す

る場合 には輸出規制 の対 象 とす るが,多 くの科学技術分野 にお ける基礎研究 と

応用技術 との不 可分性 を考 える とき,こ の規定 は科学研究や教育上 のデ..__タの

自由な交換 に対 して重大 な 「萎縮的効果(chillingeffect)」 を及 ぼす と思われ る

か らであ る。

5.結 び に か え て

本稿 では,ア メ リカの大学等 の民間研究 ・教育機 関にお ける,科 学技術研究

に対 す る政府規制 の特徴 と,そ の法的根拠 たる武器輸 出統制法,輸 出管理法お

よび その実施規則 の憲法上 の問題点 について,「 学問の 自由」 お よび 「表 現 の

自由」 の観点 か ら若干 の検討 を加 えた。近年 のアメ リカ政府 による,国 家安全

保 障上 の要請 に基づいた科学技術研究へ の規制強化 の背景 には,恐 らく,従 来

ア メ リカが誇 ってきた先端技術分野 での先進性 が急速 に失 われ てきているこ と

に対 す る政府 首脳(特 に国防関係)の 危機感 が存在す る と考 え られが,政 策的

には 自由で創造 的 な研究環境 こそ,科 学技術分 野での国際的競争力 を強化 する

ための不可欠 の前提 となるであろ う。 そこで科学技術研究一般 の創造的環境 を

維持 しなが ら,国 家安全保障上 の規制 が不可避 の領域 に必要最低限 の規制 を是

認 す る上 で,有 力 な憲法論的基礎 を提供す る と考 え られ るのが,本 稿で見た科

学 技術 情報 に関す る表現 の自由 とい う発想で ある。

この 「科学技術的表現」 が修正1条 の完全 な保護 を受 けることができるか否

か は,連 邦最高裁判所 の判断 が示 され ていない現時点では不 明 と言 う他 ないが,

下級審 レベル の判例 はこれ を支持 す るよ うであ り,も しこれ が是認 され るな ら

ば,少 な くとも裁判過程 におい て政府側 は,憲 法上 「優越的地位」 を 占 め る

「表現 の 自由」 の規制 を正 当化す るこ とのできる圧 倒的 な規制利益 の立証 を 迫

られ るこ ととな り,従 来具体的 な検討 がほ とん どな され たこ とのない国家安全

保 障概念 について も,そ の再検討 が余儀 な くされ る と考 え られ るのである。



zso

ともあれ,本 稿 のテーマを取 り巻 く事態 はなお流動的 であるが,科 学技術研

究 の社会的影響力 と国家安全保障 に占めるそ の比重 は今後 とも増 々高 まるであ

ろ うと思 われ る。先 に紹介 した我 が国の原子力エ ネルギー開発 に関す る情報管

理体制 の問題 を含 めて,こ のテーマの今後 の動 向に大 きな関心 を向 けていきた

い 。

(平和問題研究所助手 ・憲法)


